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　少子化に歯止めがききません。

東京では出生率が0.99となった，

日本全体では1.20にまで落ち込ん

だ，と言われていますが，人口を維

持する合計特殊出生率2.07は50年

前の1974年にすでに下回り，その

後一度もこれを上回ったことはあ

りません。今年度予算で政府が試

みる少子化対策に万一効果があっ

たとしても，人手不足の解消には出

生後さらに20年前後は必要です。

　人手不足対応こそ企業の最重要

課題となるなか，女性，外国人，

65歳以降のシニアは不足する労

働力の調達手段として有効でしょ

う。実はこれに，ヒトに代わる労

働力としての生成AIが加わるは

ずですが，これについては次回以

降のテーマとしましょう。

 自社内シニア人材の

一層の活用を図ろう

　さて特に，長年自社で頑張って

きたシニア人材は，文字通りの即

戦力です。労働法の趨勢もフォロ

ーです。65歳までの希望者全員

の雇用義務とは異なり，65歳以

降70歳までのシニア人材の雇用

は，法的には努力義務に留まって

います。今なら，65歳以降のシ

ニア人材は，企業が法に則して工

夫を凝らすことで，ニーズに合う

即戦力に絞った人材のみ活用する

ことも可能となっています。

　先日刊行の『日経ビジネス』誌

（2024年 6月10日号）には，大手

企業ではすでに 4分の 1に当たる

24.7％は70歳までの就業機会を確

保済みとの記事がありましたが，

大手企業の 4分の 1で65歳以降の

シニア人材の活用が十分に機能し

ているか？ と問えば，筆者はNot 

Yet（まだまだです）と答えます。

　大きな問題は賃金水準にありま

す。ご存じの通り，法は“定年は

60歳を下回らない”としており，

最近では65歳定年や70歳定年も

散見されるものの，72％は60歳

定年制のまま（令和 4年厚生労働

省「就労条件総合調査結果の概

況」）で定年後，嘱託などの有期

雇用者として65歳まで再雇用す

る仕組みです。この再雇用時に，

賃金水準が低下します。ダウン幅

の最も多いグループは40％程度

の賃金低下。さらに，65歳時点

で15％程度の賃金ダウンが観察

されます。現場は即戦力のシニア

人材がいきいきと活躍しているイ

メージとはほど遠い，賃金低下に

よるモラールダウンが職場に蔓延

しているように思えます。

　再雇用者の賃金ダウン。同一労

働同一賃金の観点から司法でも争

いは絶えませんが，長澤運輸事件，

名古屋自動車学校事件と， 2つの

最高裁の判断を見ると，定年後再

雇用者の賃金がダウンするスキー

ムを企業が当面継続しても法的に

は問題はなさそうです。そのため，

多くの企業で“温存”されている

のでしょう。

　さて，データを見る限りでは日

本企業の賃金はまだまだ色濃く年

功色が残っているように見えま

す。新卒新人として入社し，配置

転換を繰り返すなかで定期昇給や

昇格を重ねて賃金が上昇していき

ます。この日本的な雇用の仕組み

をジョブ型雇用と対比したうえで

メンバーシップ型雇用と呼んでい

-JJ-

ピー・エム・ピー株式会社　代表取締役　鈴木 雅一

〈No.18〉シニア人材にはジョブ型賃金を

〈No.11〉専門業務型裁量労働制対象業務の拡大について
〈No.12〉2024 新年を迎えて

〈No.13〉65歳，それとも 70歳？ 日本の高齢者雇用（1/2）
〈No.14〉60歳以降の年収ダウンはこのままでいいか？ 日本の高齢者雇用（2/2）

〈No.15〉ジョブ型雇用には賃上げはない？
〈No.16〉「失われた 30年」しか知らない世代の特性とは

〈No.17〉電車遅延で遅刻の場合の賃金控除について



692024.7　人事マネジメント

www.busi-pub.com

ますが，この年功重視の賃金体系

では一定の年齢を超えると社外の

労働市場水準を上回る賃金を受け

取る社員が含まれてくるのではな

いか？ 確たるデータがあるわけ

ではありませんので，異論反論も

続出でしょうが，こうまで多くの

企業が定年再雇用時に大きく賃金

をダウンさせる原因の 1つとし

て，これまでの払い過ぎの是正と

いう側面もあるのかもしれないと

最近考えています。

　それはともかく，結果として人

件費負担を軽減しつつ労働力が調

達できることに法的リスクは少な

く，一定の経済合理性は認められ

るので，このままの方式もある程

度は継続して有効活用すべきと思

っています。

 ジョブ型併用の

ハイブリッド形式で

　その上でのジョブ型の導入の提

案です。65歳，再雇用希望者全

員をジョブ型に切り替えるもので

はありません。社員が希望し，会

社が認めた場合に限り，今までの

メンバーシップ型からジョブ型に

切り替わります。努力義務の期間

の今ならジョブ型雇用への転換を

65歳以降の再雇用制度の条件と

する制度設計も工夫次第で可能な

はずです。

　次に賃金水準の決定。一般にジ

ョブ型雇用の賃金水準は，それぞれ

のジョブごとの労働市場（マーケッ

ト）で定められるといわれています。

そのジョブの担当者の社外流出を

回避し，また社外からそのジョブ

の担当者を採用するに十分な賃金

水準として決定されます。しかし

ながら，今回の対象は65歳のわ

が社の特定の社員。社外流出のリ

スクは？ 社外からの人材調達で

代替する可能性は？ 現実にはほ

とんどありません。ジョブ型という

言葉に惑わされることなく，最初

は引き続きいきいきと仕事をし続

けるための報酬水準という観点か

ら始めて構わないと思っています。

　もちろん，ジョブ型の典型とし

て巷間いわれる高度な専門職につ

いては，ある程度はその特定のジ

ョブの外部労働市場情報を収集す

ることを勧めはしますが，それに

拘泥する必要はありません。最初

はその社員と会社との合意形成を

最優先とすべきでしょう。これを

繰り返すことで，その会社にとっ

ての65歳以降のジョブ型のマー

ケットをつくってみてください。

仮に最初の設計が違っていても，

まず有期雇用契約の更新時に修正

のチャンスがあります。また，そ

れが失敗しても長くて 5年，70

歳でその社員は辞めていきます。

　ジョブ型という言葉にとらわれ

ずそこは割り切って，詳細な職務

記述書など作成せず（その職務記

述書を用いて社外人材の中途採用

を行いますか？），担当する主な

職責や業務の箇条書きあたりから

始めてください。

 配置転換なしで導入

　強くお勧めしたいのは，管理職

へのジョブ型の導入です。最近の

日本の議論を見ると，専門職はジ

ョブ型とするが，管理職や管理職

につながるコースはメンバーシッ

プ型とするという区分が多いよう

に思えます。日本以外の国は，ど

の管理職ポストもジョブ型です。

日本の管理職もジョブ型がダメと

いうわけではないでしょう。要は

会社都合による配置転換をNGと

すればジョブ型管理職の導入も可

能なはずです。

　今回の対象は65歳以上です。

配置転換なしとしてまず問題あり

ません。65歳以降のシニア人材の

給与をジョブ型と位置づけ，少な

くとも年に 1回の人事考課を行い，

昇給も含めた給与改定も賞与査定

も実施しましょう。大事なことは

シニア人材もいきいきと活躍でき

る場を用意することです。そして

この人たちは従来の仕組みの賃金

ダウンの対象から外しましょう。

　その次として筆者は，60歳での

ジョブ型の導入をイメージしていま

す。ただし当面は，60歳以降こそ

従来の賃金ダウンを含むメンバー

シップ型と，そうではないジョブ型

の選択制としなければなりません。
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